
定時株主総会

招 集 ご 通 知
第7回 

 平成30年６月28日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

議案 剰余金の処分の件 

開催日時

開催場所

決議事項

東京都豊島区高田三丁目25番 1号
大正製薬株式会社2号館
（末尾の｢株主総会会場ご案内図｣を） ご参照ください。

証券コード：4581
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株 主 各 位 証券コード　4581
平成30年６月６日

東 京 都 豊 島 区 高 田 三 丁 目 2 4 番 １ 号

大正製薬ホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 　 上 原 　 明

第７回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し
あげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、２頁から３頁に記載のいずれかの方法により議決権を行使することが
できますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。

敬　具
記

1 日　　時 平成30年６月28日(木曜日)午前10時
2 場　　所 東京都豊島区高田三丁目25番１号

大正製薬株式会社２号館
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3 目的事項 報告事項 1．第７期(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

2．第７期(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)
計算書類報告の件

決議事項 議案　剰余金の処分の件

4 議決権の行使
方法のご案内 ２頁から３頁に記載の【議決権の行使方法のご案内】をご参照ください。 以　上

● 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。た
だし、当社定款の定めにより、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

● 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をイ
ンターネット上の当社ホームページ(http://www.taisho-holdings.co.jp/)に掲載いたしますのでご了承ください。

● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節
約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

● 開会間際は受付が混雑しますので、お早めにご来場くださいますようお願い申しあげます。
1

狭義招集



議決権の行使方法のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類(４頁)をご検討の
うえ、議決権のご行使をお願い申しあげます。議決権の行使には次の３つの方法がございます。

株主総会へ出席する場合
議決権行使書を会場受付へご提出ください。
また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

（
切

取

線
）

〈ログインＩＤ〉

〈仮パスワード〉

個

株
御中

個

株主番号（８桁）

議　　　案
原案に対する賛否

賛 否

基準日現在のご所有株式数

議 決 権 の 数

1.当日株主総会にご出席の際は、 議決権行使書用紙を 
会場受付へご提出ください。

2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの方法 
により議決権を行使することができます。

【郵送による議決権の行使】
・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 お早めに 

ご返送ください。（ご押印は不要です）
【インターネットによる議決権の行使】

https://evote.tr.mufg.jp/
・インターネットにより上記専用サイトにアクセス 

してください。
・下記のログインＩＤ・仮パスワードをご利用になり、

画面の案内に従って、議決権を行使してください｡
３.裏面もよくお読みください。

お 願 い

大正製薬ホールディングス株式会社

（ご注意）

議案につき賛否の
ご表示のない場合
は、賛成の意思表
示があったものと
してお取り扱いい
たします。

私は、平成　年　月　日開催の　　　　　　　　　　　　　　　　第　回
定時株主総会（継続会又は延会の場合も含む）における議案の原案に対し 
右記（賛否を○印で表示）のとおり、議決権を行使します。

平成　年　月　日

議 決 権 行 使 書
議 決 権 の 数

〔第　回定時株主総会〕

大正製薬ホールディングス株式会社　３０ ６　 　2８ ７　

　３０ 　　

７　

議決権行使書を郵送する場合
株主総会にご出席いただけない場合、議案の賛否をご表示のうえ、平成30年６月27日
(水曜日)午後５時までに到着するようご返送ください。

議決権行使書のご記入方法のご案内
こちらに、議案の賛否をご記入ください。

議案

賛成の場合 ▶「賛」の欄に○印

否認する場合 ▶「否」の欄に○印

【議決権の行使のお取り扱いについて】
議決権行使書において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の 
意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。
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議決権行使についてのご案内



インターネットで議決権を行使する場合
株主総会にご出席いただけない場合、インターネットにより議決権を行使していただ
けます。なお、行使期限は、平成30年６月27日(水曜日)午後５時受付分までとなります。
ご注意ください。
パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスし、議決権行使書に 
記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止しております。）

議決権行使サイトにアクセスする
（https://evote.tr.mufg.jp/）

「次の画面へ」をクリック

ログインする
お手元の議決権行使書の右下に記載された
「ログインID」及び「仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック 以降、画面の案内

に従って賛否を
ご入力ください。

 議決権行使に関するご注意事項
書面とインターネットにより議決権を重複して行使した場合の取扱い
インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

インターネットにより議決権を重複して行使した場合の取扱い
インターネットによって、複数回数、議決権を行使した場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使と
して取り扱わせていただきます。

議決権の行使システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部（ヘルプデスク）

受付時間 9:00〜21:00（通話料無料）

0120-173-027

インターネットをご使用する場合
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株 主 総 会 参 考 書 類　議案及び参考事項

議　案 剰余金の処分の件
　当社は、企業体質の強化を図るため、内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆様への利益還元を経
営上の最重要課題のひとつと考え、安定的かつ高水準の配当を継続することを基本方針としております。
　第７期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、当社を取り巻く環境、今後の事業の展開ならび
に内部留保の状況等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
　なお、中間配当として、１株につき50円をお支払いしておりますので、年間配当は１株につき110円と
なります。

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金　　　　60円
配当総額　　　　　　4,793,464,500円

剰余金の配当が効力を生じる日 平成30年６月29日(金曜日)

以　上

4

剰余金の処分の件
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添付書類

事 業 報 告 (平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)

1 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度のＯＴＣ医薬品市場は、鼻炎治療剤や整腸薬などのカテゴリーが好調に推移し
た一方で、市場構成比の高いドリンク剤や毛髪用剤・育毛剤などのカテゴリーが低調に推移した
ため、総体的にはほぼ前期並みに推移しました。
　医薬事業につきましては、新薬の創出が困難になりつつあるなかで、医療費適正化諸施策の浸
透により、依然として厳しい事業環境が続いております。
　こうした事業環境の中で、当社グループのセルフメディケーション事業部門は、「健康で美し
く老いたい」という生活者のニーズに対応すべく、製品開発面では生活者の健康意識の高まりに
対応した新しい領域を開拓し、また生活者のニーズを満たす製品開発をより一層進め、新たな需
要の創造に努めております。また、販売面では生活者から支持される強いブランドを作るため
に、生活者との接点の拡大と共感の獲得を目指した活動を実践するとともに、通信販売等の新し
いチャネルの拡充による生活者との直接のコミュニケーションにも注力しています。海外市場
におきましては、アジアを中心にＯＴＣ医薬品の事業開発を積極的に行っております。
　医薬事業部門でも、きめ細かい情報提供活動による新薬の売上最大化を図っております。ま
た、開発化合物の早期承認取得を目指すとともに、導入によるパイプラインの強化を進めていま
す。さらに、外部研究機関との連携を強化し、継続的なオリジナル開発化合物の創出に努めてお
ります。

5

当事業年度の事業の状況
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　当連結会計年度のグループ全体売上高は、2,801億円(前連結会計年度比＋３億円、0.1％増－
以下括弧内文言「前連結会計年度比」省略)となりました。

　セグメント別の売上高は次のとおりであります。

事業別 売上高 増減
セルフメディケーション事業 1,840億円 (＋  40億円 2.2％増)
　内訳

　国内 1,502億円 (＋   5億円 0.3％増)
　海外 309 〃 (＋  34 〃 12.4％増)
　その他 29 〃 (＋ 　1 〃 4.8％増)

医薬事業 961億円 (△  37億円 3.7％減)
　内訳

　医療用医薬品 913億円 (△  49億円 5.1％減)
　その他 48 〃 (＋  12 〃 32.3％増)

6

当事業年度の事業の状況
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　主要製品の売上状況は次のとおりであります。

セルフ
メディケーション

事業
1,800

第６期
（平成29年３月期）

1,840

第７期
（平成30年３月期）

売上高 （単位：億円）

　当連結会計年度の売上高は、1,840億円(＋40億円、2.2％増)となりました。
　主力ブランドでは、ドリンク剤の「リポビタンシリーズ」は、主力の「リポビタンＤ」が前年
を下回り(5.3％減)、シリーズ全体では547億円(6.4％減)となりました。「パブロンシリーズ」
は、新製品の発売が売上に寄与し前期比プラスとなり、シリーズ全体では289億円(9.9％増)と
なりました。毛髪用剤「リアップシリーズ」は、シリーズ全体で165億円(3.0％増)となりまし
た。
　一方、アジアを中心に展開中の海外ＯＴＣ医薬品事業は、186億円(8.2％増)となりました。

7
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医薬事業

第６期
（平成29年３月期）

998

第７期
（平成30年３月期）

961

売上高 （単位：億円）

　当連結会計年度の売上高は、961億円(△37億円、3.7％減)となりました。
　主な増収品目は、骨粗鬆症治療剤「エディロール」254億円(12.4％増)、２型糖尿病治療剤
「ルセフィ」50億円(73.0％増)、経皮吸収型鎮痛消炎剤「ロコア」31億円(68.2％増)でした。
一方、β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤「ゾシン」は98億円(37.0％減)、マクロライ
ド系抗生物質製剤「クラリス」は77億円(17.8％減)、末梢循環改善剤「パルクス」は49億円
(9.2％減)と、後発医薬品の影響等もあり前期比マイナスとなりました。

8

当事業年度の事業の状況



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2018/05/24 23:17:23 / 17368809_大正製薬ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

　当連結会計年度のグループ全体営業利益は370億円(＋50億円、15.7％増)、親会社株主に帰
属する当期純利益は317億円(＋29億円、10.1％増)となりました。
　まず売上総利益ですが、主に製品構成の変化などにより売上原価率が34.7％で前期比1.6ポイ
ント減少し、前期比47億円増の1,829億円となりました。
　販売費及び一般管理費は、広告宣伝費が増加したものの、販売促進費、人件費等の減少により
1,460億円(△３億円)となり、その結果、営業利益は前期比50億円増(15.7％増)の370億円と
なりました。
　また、売上高営業利益率は前期比1.8ポイント増の13.2％でした。
　営業外収益は前期並みの75億円、営業外費用は持分法による投資損失の増加などにより前期
比９億円増の23億円でした。
　以上の結果、経常利益は前期比41億円増(10.8％増)の421億円となりました。また、売上高
経常利益率は前期比1.4ポイント増の15.0％でした。
　特別利益は投資有価証券売却益の増加により前期比21億円増の62億円、特別損失は前期並み
の３億円となりました。
　以上の結果、税金等調整前当期純利益は、前期比61億円増(14.6％増)の481億円となり、法
人税、住民税及び事業税や法人税等調整額、非支配株主に帰属する当期純利益を加減した親会社
株主に帰属する当期純利益は、前期比29億円増(10.1％増)の317億円となりました。
　また、１株当たり当期純利益は396.54円、自己資本利益率は前期比0.3ポイント増の4.8％と
なりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施いたしました設備投資額は49億円であります。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度においては、公募増資、社債発行など特別な資金調達は行っておりません。

9

当事業年度の事業の状況
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(2) 企業集団の財産及び損益の状況

第４期

290,498

第５期

290,135

第６期

279,773

第７期

280,092

売上高 
（単位：百万円）

第４期

39,576

第５期

36,775

第６期

38,036

第７期

42,140

経常利益 
（単位：百万円）

第４期

24,528

第５期

22,473

第６期

28,781

第７期

31,679

親会社株主に帰属する当期純利益
（単位：百万円）

第４期

302.57

第５期

277.75

第６期

360.18

第７期

396.54

1株当たり当期純利益 
（単位：円）

第４期

768,092

第５期

759,049

第６期

771,222

第７期

800,157

総資産 
（単位：百万円）

第４期

653,242

第５期

643,127

第６期

665,088

第７期

691,318

純資産 
（単位：百万円）

第４期
(平成27年３月期)

第５期
(平成28年３月期)

第６期
(平成29年３月期)

第７期
(平成30年３月期)

売上高 (百万円) 290,498 290,135 279,773 280,092
経常利益 (百万円) 39,576 36,775 38,036 42,140
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 24,528 22,473 28,781 31,679
1株当たり当期純利益 (円) 302.57 277.75 360.18 396.54
総資産 (百万円) 768,092 759,049 771,222 800,157
純資産 (百万円) 653,242 643,127 665,088 691,318
(注)１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。

10

企業集団の財産および損益の状況
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(3) 重要な子会社等の状況
① 重要な子会社の状況

名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容

大 正 製 薬 株 式 会 社 29,804 百万円 100.0％ 一般用医薬品、医薬部外品、食品、医療
用医薬品等の研究開発、製造及び販売

大正富山医薬品株式会社 2,000 百万円 70.3％
(15.3％) 医療用医薬品の販売

ビオフェルミン製薬株式会社 1,227 百万円 63.9％ 一般用医薬品及び医療用医薬品等の
開発、製造及び販売

大正オソサパ製薬株式会社 100 百万
タイバーツ

60.0％
(60.0％) ＯＴＣ医薬品、ドリンク剤等の販売

大正製薬インドネシア株式会社 10,240
百万
インドネシア
ルピア

98.6％
(98.6％) ＯＴＣ医薬品等の製造、販売

(注) 議決権比率の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

② 特定完全子会社に関する事項

名称 住所 帳簿価額の
合計額

当社の
総資産額

大 正 製 薬 株 式 会 社 東京都豊島区高田三丁目24番1号 245,056 百万円 588,915 百万円

11

重要な子会社等の状況
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(4) 対処すべき課題

　医薬品業界をとりまく事業環境は更なる高齢化の進行、競争の激化及び市場構造の変化等の影響
を受け、一段と厳しい状況が続くことが予想されます。当社グループはそのような状況の中で、事
業基盤の強化と経営の効率化を進め、業績の向上に努めてまいります。

セルフメディケーション事業 (ＯＴＣ医薬品及び健康関連商品事業)
　製品開発面では生活者の健康意識の高まりに対応した新しい領域を開拓し、また、生活者のニ
ーズを満たす製品開発をより一層進め、新たな需要の創造に努めてまいります。
　販売面では、生活者から支持される強いブランドを作るために、生活者との接点の拡大と共感
の獲得を目指した活動を実践することにより、「リポビタンシリーズ」、「パブロンシリーズ」、
「リアップシリーズ」などこれまで築き上げてきた主力ブランドの価値をより一層高め、さらに
は新たなブランド育成にも努力してまいります。また、通信販売等の新しいチャネルの拡充を図
り、生活者との直接のコミュニケーションにも注力してまいります。

医薬事業 (医療用医薬品及び同関連事業)
　新薬創製のレギュレーションが厳しくなり、医療費の適正化が進むなかで、オリジナリティの
高い新薬の研究開発に一層注力するとともに、国内外の企業からの有望な新薬候補物質の積極的
な導入や共同開発を進め、パイプラインの強化に努めております。
　また、販売子会社の大正富山医薬品株式会社では、きめ細かい情報提供を確実に行うことによ
り、２型糖尿病治療剤「ルセフィ」や経皮吸収型鎮痛消炎剤「ロコア」等の新薬の売上最大化に
努めてまいります。

12

対処すべき課題
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薬剤開発の進捗状況
　臨床試験第２相には、中枢性過眠症を予定適応症とする「TS-091」、関節リウマチを予定適
応症とする抗TNFα抗体「TS-152」、小児注意欠如・多動性障害(AD/HD)を予定適応症とする
「TS-141」、脱毛症を予定適応症とする「TS-133」、不眠症を予定適応症とする「TS-142」
及びうつ病を予定適応症とする「TS-121」があります。

大正製薬のパイプライン	 （平成30年３月31日現在）

開発コード 剤形 予定適応症
開発段階

国内／海外 開発形態
フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請／承認

TS-091 経口 中枢性過眠症 国内 自社

TS-152 注射 関節リウマチ 国内 自社

TS-141 経口 小児	注意欠如・多動性
障害（AD／HD） 国内 自社

TS-133 外用 脱毛症 国内 自社

TS-142 経口 不眠症 国内 自社

TS-121 経口 うつ病 海外 自社

TS-071（※） 経口 ２型糖尿病 海外 自社

TS-091 経口 中枢性過眠症 海外 自社

TS-134 経口 統合失調症 海外 自社
（※）国内販売名：「ルセフィ」

13

対処すべき課題
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海外事業 (セルフメディケーション事業)
　平成21年度のアジアＯＴＣ医薬品事業への本格的な参入以来、インドネシア、フィリピン、タ
イ、マレーシアなど、東南アジアを中心としたＯＴＣ医薬品事業の拡大に努めるとともに、ドリ
ンク剤事業の収益強化にも取り組んでおります。今後は、各国での薬事行政対応や新製品開発の
強化、現地スタッフの活用など、更なる経営基盤の強化に努めるとともに、買収したブランドの
シナジーの創出に取り組み、引き続き東南アジアを中心とした成長性の高い地域において、より
一層の拡大を目指してまいります。

　医薬品業界をとりまく事業環境は厳しさを増しておりますが、当社グループは環境の変化に機敏
に対応するため、グループ経営管理体制の更なる強化に努め、グループ全体の総合力の向上を図る
所存でございます。

(5) 主要な事業内容 (平成30年３月31日現在)

　当社グループの主な事業内容は、セルフメディケーション事業、医薬事業となっておりますが、
各事業の内容は以下のとおりです。

① セルフメディケーション事業
　一般用医薬品、医薬部外品、食品、医療用品、衛生用品等の研究、開発、製造及び販売

② 医薬事業
　医療用医薬品の研究、開発、製造及び販売

14

対処すべき課題、主要な事業内容
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(6) 主要な営業所及び工場 (平成30年３月31日現在)
① 当社

名称 所在地
本　　　　　　　　　社 東京都　　豊島区

② 大正製薬株式会社

名称 所在地
本　　　　　　　　　社 東京都　　豊島区

北 日 本 支 店 宮城県　　仙台市　青葉区
北 日 本 支 店  札 幌 事 業 所 北海道　　札幌市　中央区
中 日 本 支 店 愛知県　　名古屋市　千種区
中 日 本 支 店  金 沢 事 業 所 石川県　　金沢市
関 西 支 店 大阪府　　豊中市
中 四 国 支 店 広島県　　広島市　東区
中 四 国 支 店  四 国 事 業 所 香川県　　丸亀市
九 州 支 店 福岡県　　福岡市　博多区
横 浜 事 業 所 神奈川県　横浜市　都筑区
大 宮 工 場 埼玉県　　さいたま市　北区
羽 生 工 場 埼玉県　　羽生市
岡 山 工 場 岡山県　　勝田郡　勝央町
総 合 研 究 所 埼玉県　　さいたま市　北区

15

主要な営業所および工場
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③ その他の主要な子会社等

名称 所在地
大 正 富 山 医 薬 品 株 式 会 社 東京都　豊島区
ビオフェルミン製薬株式会社 兵庫県　神戸市　中央区
大 正 オ ソ サ パ 製 薬 株 式 会 社 タイ　バンコク
大正製薬インドネシア株式会社 インドネシア　ジャカルタ

(7) 従業員の状況 (平成30年３月31日現在)
① 企業集団の従業員の状況

事業セグメント 従業員数 前連結会計年度末比増減
セ ル フ メ デ ィ ケ ー シ ョ ン 事 業 3,043名 90名減
医 薬 事 業 1,785名 69名減
そ の 他 1,512名 38名増

合　　　　計 6,340名 121名減
(注) 従業員数には当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。なお、従業員

数にはパートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
92名 3名増 44.6歳 15.5年

(注) 1．従業員数には当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。なお、従業員数にはパートタイマー及びアルバイ
トは含んでおりません。

2．平均勤続年数は、関係会社での勤続年数を含んでおります。

16

主要な営業所および工場、従業員の状況
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2 会社の現況

(1) 株式の状況 (平成30年３月31日現在)

① 発行可能株式総数　　　　  普通株式　360,000,000株
② 発行済株式の総数　　　　  普通株式　  90,139,653株

(うち自己株式　　10,248,578株)
③ 株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,678名
④ 大株主 (上位10名)

株主名 持株数 (千株) 持株比率 (％)

公益財団法人上原記念生命科学財団 15,000 18.78
上原　昭二 7,874 9.86
公益財団法人上原美術館 3,900 4.88
株式会社三井住友銀行 3,000 3.76
株式会社三菱東京UFJ銀行 3,000 3.76
上原　明 2,143 2.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,926 2.41
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,800 2.25
鹿島建設株式会社 1,650 2.07
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(三井住友信託銀行再信託分・住友化学株式会社退職給付信託口) 1,530 1.92

(注) 1．持株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2．持株比率は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。
3．当社は平成30年３月31日現在、自己株式10,248千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記の大株主から除い

ております。
4．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
5．株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日をもって株式会社三菱UFJ銀行に商号変更をしております。

17

株式の状況
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⑤ その他株式に関する重要な事項

　当社は、平成29年10月30日開催の取締役会において所在不明株主の株式売却を決議し、法令
の規定に基づく所要の手続を経たうえで、平成30年２月28日開催の取締役会において所在不明
株主1,420名の所有全株を当社の自己株式として買い取ることを決議し、次のとおり実施いたし
ました。

　・買取対象株式総数　　　普通株式　73,622株
　・買取日　　　　　　　　平成30年２月28日
　・買取価額の総額　　　　720,023,160円

18

株式の状況
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(2) 新株予約権等に関する事項
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (平成30年３月

31日現在)

名称
(発行日)

新株予約権
の数

目的となる
株式の種類

と数

新株予約権
１個当たり
の払込金額

新株予約権
１個当たり
の行使価格

新株予約権
の行使期間

取締役の
保有状況
(保有者数)

第１回新株予約権
(平成24年８月１日) 39個 普通株式

3,900株 608,600円 100円 平成24年８月２日から
平成74年８月１日まで

39個
(５名)

第２回新株予約権
(平成25年８月１日) 39個 普通株式

3,900株 646,000円 100円 平成25年８月２日から
平成75年８月１日まで

39個
(５名)

第３回新株予約権
(平成26年８月１日) 47個 普通株式

4,700株 693,600円 100円 平成26年８月２日から
平成76年８月１日まで

47個
(５名)

第４回新株予約権
(平成27年８月３日) 45個 普通株式

4,500株 804,900円 100円 平成27年８月４日から
平成77年８月３日まで

45個
(７名)

第５回新株予約権
(平成28年８月２日) 40個 普通株式

4,000株 1,089,000円 100円 平成28年８月３日から
平成78年８月２日まで

40個
(７名)

第６回新株予約権
(平成29年８月３日) 40個 普通株式

4,000株 776,700円 100円 平成29年８月４日から
平成79年８月３日まで

40個
(７名)

(注) 1．社外取締役には新株予約権を付与しておりません。
2．新株予約権の目的となる株式の数は１個当たり100株です。
3．上記の新株予約権は、その払込金額の払込債務と相殺することを条件として支給された金銭報酬の債権と当該払込債務を相殺すること

により交付されたものです。
4．上記の新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。

当社の取締役の地位に基づき割当を受けた当該新株予約権については、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

19
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② 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況

名称
(発行日)

新株予約権
の数

目的となる
株式の種類

と数

新株予約権
１個当たり
の払込金額

新株予約権
１個当たり
の行使価格

新株予約権
の行使期間

交付状況
(交付者数)

第６回新株予約権
(平成29年８月３日) １個 普通株式

100株 776,700円 100円 平成29年８月４日から
平成79年８月３日まで

１個
(１名)

(注) 1．新株予約権の目的となる株式の数は１個当たり100株です。
2．上記の新株予約権は、その払込金額の払込債務と相殺することを条件として支給された金銭報酬の債権と当該払込債務を相殺すること

により交付されたものです。
3．上記の新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。

当社の執行役員の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内
(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

③ 当事業年度中に職務執行の対価として当社の子会社の取締役及び使用人等に対し交付した新
株予約権の状況

名称
(発行日)

新株予約権
の数

目的となる
株式の種類

と数

新株予約権
１個当たり
の払込金額

新株予約権
１個当たり
の行使価格

新株予約権
の行使期間

交付状況
(交付者数)

第６回新株予約権
(平成29年８月３日) 91個 普通株式

9,100株 776,700円 100円 平成29年８月４日から
平成79年８月３日まで

91個
(26名)

(注) 1．新株予約権の目的となる株式の数は１個当たり100株です。
2．上記の新株予約権は、その払込金額の払込債務と相殺することを条件として支給された金銭報酬の債権と当該払込債務を相殺すること

により交付されたものです。
3．上記の新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。

当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の取締役の地位を喪失し
た日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)、当該会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた
新株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業
日)に限り、新株予約権を行使することができる。
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(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況 (平成30年３月31日現在)

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 上 原 　 明 大正製薬株式会社取締役会長
大正富山医薬品株式会社相談役

取 締 役 副 社 長 上 原 　 茂 大正製薬株式会社代表取締役社長

取 締 役 相 談 役 大 平 　 明
大正製薬株式会社相談役
大正富山医薬品株式会社取締役相談役
富山化学工業株式会社社外取締役

取 締 役 上 原 　 健
財務、法務、コンプライアンス統括、監査　担当
大正製薬株式会社代表取締役副社長
大正富山医薬品株式会社取締役
ビオフェルミン製薬株式会社取締役会長

取 締 役 藤 田 憲 一
大正製薬株式会社取締役
大正富山医薬品株式会社代表取締役社長
富山化学工業株式会社社外取締役

取 締 役 亀 尾 一 弥 ＱＡ統括　担当
大正製薬株式会社取締役常務執行役員

取 締 役 渡 邊 　 哲
人事、総務、リスクマネジメント統括、
コーポレートコミュニケーション　担当
大正製薬株式会社取締役常務執行役員
富山化学工業株式会社社外取締役

社 外 取 締 役 森 川 敏 雄 株式会社ロイヤルホテル社外取締役
社 外 取 締 役 植 村 裕 之 ホーチキ株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 佐々木　賢　明 大正製薬株式会社常勤監査役
大正富山医薬品株式会社監査役

常 勤 監 査 役 小 林 久 二 大正製薬株式会社常勤監査役
富山化学工業株式会社社外監査役
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会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
社 外 監 査 役 青　井　忠四郎 ―

社 外 監 査 役 佐 藤 順 哉
石澤・神・佐藤法律事務所　弁護士
三井金属鉱業株式会社社外取締役
株式会社ニッキ社外取締役
サッポロホールディングス株式会社社外監査役

(注) 1．取締役 上原茂、上原健の両氏は代表取締役社長 上原明氏の長男、三男であります。
2．常勤監査役 小林久二氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・常勤監査役 小林久二氏は、長年にわたり当社の子会社である大正製薬株式会社の財務部門に在籍し、経理・財務業務に携わってきた
経験があります。

3．当社は、社外取締役 森川敏雄、植村裕之の両氏及び社外監査役 青井忠四郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て指定し、同取引所に届け出ております。

4．社外監査役 佐藤順哉氏の所属事務所は、平成30年５月１日をもって石澤・神・佐藤法律事務所から、奥・片山・佐藤法律事務所に変
わっております。

② 当事業年度中の役員の地位、担当及び重要な兼職の異動
イ 地位及び担当の異動
　当事業年度中の異動はありません。

ロ 重要な兼職の異動
(注) 下線は変更部分を示しております。

(平成29年４月１日)

氏名 異動前 異動後

植 村 裕 之
三井住友海上火災保険株式会社
シニアアドバイザー
ホーチキ株式会社社外取締役

ホーチキ株式会社社外取締役

(注) 社外取締役 植村裕之氏は、平成29年４月１日付で三井住友海上火災保険株式会社のシニアアドバイザーから名誉顧問に就任しております。

(平成29年６月28日)

氏名 異動前 異動後

上 原 　 健 大正製薬株式会社代表取締役副社長
大正富山医薬品株式会社取締役

大正製薬株式会社代表取締役副社長
大正富山医薬品株式会社取締役
ビオフェルミン製薬株式会社取締役会長
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③ 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、その任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任
を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う
契約を締結しております。
　上記の責任限定が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職務遂行について善意
かつ重大な過失がないときに限るものとします。

④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
役員の員数基本報酬 ストック・

オプション
取 締 役
(うち社外取締役)

260
(24)

229
(24)

31
(―)

9名
(2名)

監 査 役
(うち社外監査役)

37
(12)

37
(12)

―
(―)

4名
(2名)

合 計
(うち社外役員)

298
(36)

267
(36)

31
(―)

13名
(4名)

(注) 1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役の報酬限度額は、平成24年６月28日開催の第１回定時株主総会において年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額36百万円

以内)と決議いただいております。また別枠で、平成24年６月28日開催の第１回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額
として年額70百万円以内と決議いただいております。

3．監査役の報酬限度額は、平成24年６月28日開催の第１回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
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⑤ 役員の報酬の額又はその算定方法に係る決定に関する方針

　当社の役員報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬につい
ては取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により決定することとしております。取締
役の報酬については、各取締役の職位・職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる
金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしています。監査役の報酬に
ついては、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、相当と思われる金
額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。
　なお、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし
て、平成24年６月28日開催の第１回定時株主総会により、当社取締役(社外取締役を除く)に対
し、退職慰労金の支給に代えて、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を導入しており
ます。

⑥ 社外役員に関する事項
イ 重要な兼職の状況等
　社外取締役 森川敏雄、植村裕之の両氏及び社外監査役 青井忠四郎、佐藤順哉の両氏の重要
な兼職の状況は前記「(3)①取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。
ロ 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

・社外取締役 植村裕之氏の兼職先であるホーチキ株式会社は、当社との間に取引がありま
すが、取引額は僅少であります。

・社外監査役 佐藤順哉氏は、当社の子会社である大正製薬株式会社と顧問契約をしている
弁護士であります。

ハ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係
　該当事項はありません。
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ニ 当事業年度における主な活動状況

氏名 地位 取締役会
出席状況

監査役会
出席状況 発言状況

森 川 敏 雄 社 外
取 締 役

13回／14回
(92.9％) ―

長年の経営者として培った経営
の専門家としての経験・見識に基
づき、質問、意見等の発言を適宜
行っております。

植 村 裕 之 社 外
取 締 役

14回／14回
(100.0％) ―

豊富な会社経営に関する経験に
基づき、質問、意見等の発言を適
宜行っております。

青　井　忠四郎 社 外
監 査 役

14回／14回
(100.0％)

９回／９回
(100.0％)

豊富な会社経営に関する経験に
基づき、質問、意見等の発言を適
宜行っております。

佐 藤 順 哉 社 外
監 査 役

14回／14回
(100.0％)

９回／９回
(100.0％)

弁護士としての専門的見地か
ら、意思決定の適正性を確保する
ための発言を適宜行っておりま
す。

ホ 社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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（ご参考）「社外役員の独立性基準」について

　当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法施行規則第２条第３項第７号
に定める社外取締役候補者又は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者の要件を満
たすとともに、以下の要件に該当しないことを原則としております。

　１．当社を主要な取引先とする者(注１)若しくはその業務執行者
　２．当社の主要な取引先(注２)若しくはその業務執行者
　３．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注３)を得ているコンサルタント、会計専門家又は

法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う)

　４．最近において、上記第１項から第３項までのいずれかに該当していた者
　５．上記第１項から第４項までのいずれかに該当する者(重要な者(注４)に限る)の近親者(注５)

　６．当社又はその子会社の業務執行者(注６)の近親者(注５)

(注) 1．「当社を主要な取引先とする者」とは、過去３年間のいずれかの会計年度において、当社との年間取引総額が当該取引先の連結売上高の
２％を超える取引先をいう。

2．「当社の主要な取引先」とは、過去３年間のいずれかの会計年度において、年間取引総額が当社の連結売上高の２％を超える取引先、又は
当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている取引先をいう。

3．「多額の金銭その他の財産」とは、過去３年間のいずれかの会計年度における当社からの報酬の年間受取総額が1,000万円(金銭以外の財
産の場合は、1,000万円相当額)を超えることをいう。

4．「重要な者」とは、上記第１項及び第２項の業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、上記第３項の当該団体に
所属する者については、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)をいう。

5．「近親者」とは、二親等以内の親族をいう。
6．社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役又は会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)を含む。
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(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

② 報酬等の額

支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 76百万円
(注) 1．当社の子会社のうち、大正製薬株式会社、大正富山医薬品株式会社及び目白興産株式会社につきましても、ＰｗＣあらた有限責任監査

法人が会計監査人となっております。
2．当社及び(注)1.の子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の

額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載し
ております。

3．当社監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監
査の職務遂行状況及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行いました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

① 業務の適正を確保するための体制の概要
　当社は、平成27年４月30日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関
する基本方針(「内部統制システムの整備に関する基本方針」)を一部改定する決議をいたしました。
　改定後の当該基本方針の内容は、次のとおりであります。

Ⅰ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362
条第４項第６号)

　当社は、当社及びその子会社から成る企業集団(以下「大正製薬グループ」という)を統括
し、経営に関する管理・監督機能を担う持株会社としてグループ統治を行う。かかる目的を
よりよく遂行するため、当社は、大正製薬グループ全体として、企業の社会的責任及び株主
その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図ることを旨とし、以下に従
い、当社において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
を構築する。
(1)　当社は、取締役会が大正製薬グループの経営の基本方針を決定し、基本方針の執行

を監視する義務を果たす。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を尽くして基本
方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、併せて、社内各機関の役割分担と
連携に留意しつつ、大正製薬グループにおける情報の共有と株主及び社会への適切
な情報開示を行う。
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(2)　取締役は、大正製薬グループが、健康と美を願う生活者に納得していただける優れ
た医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・
提供することにより、社会へ貢献するとの経営理念、企業風土たる紳商に基づく行
動原則を定めた企業行動宣言、さらにこれらを具現化した全社行動指針を実践する。

(3)　取締役会は、以上に従い、当社及び大正製薬グループ各社について、法令の遵守、
財務報告の信頼性確保、業務の効率化、資産の保全等の観点から、有効かつ実効的
な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。

Ⅱ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第
100条第１項第３号)

　当社の経営陣の規模は、大正製薬グループの事業環境、経営戦略、経済情勢又は法令等の
変化に機敏に対応できる規模とする。取締役会が大正製薬グループの経営の基本方針と戦
略ならびに重要な業務執行に係る事項を決定し、業務を担当する取締役が職務を執行すると
いう機関相互間における役割の分担と連携により、職務執行の集中と効率化を図る。また、
組織規程及び職務分掌規程に従って職務執行を行うことにより、職務執行の効率化を図る。

Ⅲ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第
１項第１号)

　当社は、株主総会、取締役会その他主要会議の決定のプロセス及びその重要な決定事項の
執行について、文書管理規程、電子化情報管理規程等の規程体系を整備し、書面又は電磁的
記録媒体に記録し保存すること及び使用人に対する教育・モニタリングを実施すること等に
より、情報の保存及び管理を適正に行う。また、当社は、子会社に対し、取締役の職務の執
行に係る事項について、当社と同様に電磁的記録媒体を含む情報の適切な保存及び管理がな
されるよう、その支援を行う。

29

業務の適正を確保するための体制



2018/05/24 23:17:23 / 17368809_大正製薬ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

Ⅳ　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規
則第100条第１項第４号)

1．代表取締役社長は、大正製薬グループとしての企業行動宣言及び全社行動指針を策定し、
法令の遵守に関する基本方針を表明する。また、当社は、以下のようなコンプライアン
ス体制を整備することにより、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう図る。
(1)　「コンプライアンス規程」を策定することにより、コンプライアンス活動の組織体

制及び運営方法を明確にする。「コンプライアンス規程」については、部署長の責
任において指導及び教育を実施し、かつ、コンプライアンス活動が適切に行われて
いるかを評価、検証し、またその改善を図る。

(2)　使用人は誰でも、業務遂行過程において、法令・規則・定款等との適合性を疑わせ
るような事態に直面した場合は、法務部又は必要に応じて弁護士の意見を求めるこ
とができることとし、また、コンプライアンスに関する相談、通報制度として電話、
電磁的方法又は書面による社内・社外ホットラインを設置する等の体制を整備し、
コンプライアンスの実効性を図る。

(3)　上記企業行動宣言、全社行動指針及び規程等について、不断の改善を怠らず改める
べき点は遅滞なく改善するとともに、これらが継続して遵守されるよう、教育研修
活動を実践する。

2．当社は、反社会的勢力に対しては、対応部署の設置、外部専門機関等との連携、反社会
的勢力に関する情報の収集等、不当・不法な要求に対して毅然として排除する体制を整
備するとともに、反社会的勢力と一切の関係を遮断する。
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Ⅴ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第１項第２号)
　当社は、損失の危険に対応できるよう、規程を整備し、リスクマネジメント統括部署が、
当社各部署を統括管理する体制を構築する。
(1)　損失の危険のうち、経営に関するリスクについては、当社の取締役会、経営諮問会

議が対処し、各部署を管理及び支援する。
(2)　大正製薬グループに重大な影響を与える当社の上記(1)以外のリスク、大規模自然災

害、大規模事故等については、リスクマネジメント統括部署が主導するリスク対応
体制を整備する。

(3)　上記(1)(2)以外の、各部門及び部署が対処することが相当と判断されるリスクにつ
いては、各部門及び部署がリスクを洗い出し、評価及び検討のうえ、リスク対応体
制を整備する。リスクマネジメント統括部署はそれらの活動に関し、点検・助言・
指導を行う。

(4)　損失のリスクが現実化した場合は、当該リスクに関係する部署が協力して対応する。
(5)　法令違反、製品の品質、情報セキュリティ、機密情報(個人情報を含む)流出、売掛

金回収、環境、外国法令等に起因する損失のリスクについても、それぞれを所管す
る関係部署等が、各会社のリスクマネジメント統括部署の助言・指導の下、リスク
への対応策を構築・整備する他、それぞれの分野について規程又はガイドライン等
を定めるとともに、研修、教育、マニュアルの配布等を行い使用人に周知徹底を図
る。
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Ⅵ　当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確
保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第５号)

1．当社は、関係会社管理規程を制定し、当該子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当
社の出資比率等)及び規模等に応じ、以下のとおり大正製薬グループとしての業務の適正
を確保する体制を構築する。
(1)　子会社が会社法上の大会社に相当する場合は、当社の内部統制体制に準じた当該子

会社の内部統制体制を整備する。その他の大正製薬グループ各社に対しては、当社
の支配の状況、各会社の業務の内容、各会社に適用される法令の内容等を精査し、
当該会社毎に業務の適正を確保するための体制を検討する。

(2)　その上で、持株会社として、統一的に管理する部分と分別管理する部分を見極め、
大正製薬グループにおける業務の適正を確保するため、情報伝達手段、監査制度の
充実等を柱とする体制を構築する。

2．(1)　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
　当社は、子会社に、当社に対して事業内容全般及び重要な個別的業務の内容の報告
を、定期的に又は必要に応じて随時、会議又は報告書によって行わせるため、子会社
の性質に応じた体制を子会社との間で構築する｡

(2)　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、グループの危機管理として、大正製薬グループ全体に関する損失の危険に
対応できるよう規程を整備し、当社のリスクマネジメント統括部署が子会社のリスク
マネジメント担当部署を統括管理する体制を構築する。また、損失のリスクが現実化
した場合は、当該リスクに関係する当社及び子会社の関係部署が協力して対応する体
制を構築する。
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(3)　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社が大正製薬グループ全体の事業遂行にかかる方針を決定し、各子会社がその方
針に従って事業を遂行するというグループ会社間における役割の分担と連携によっ
て、協業体制による業務の専門化、及び事業遂行の集中・効率化を図る。また、当該
目的のため、当社の専門部署が子会社の取締役等と協力して、各担当分野に関する具
体的な業務執行における効率化・改善の推進を行う｡

(4)　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社は、子会社の事業運営について、事業に関わる各種の法令、ガイドライ

ン、その他の規範違反等の発生を防止するため、実効性のある子会社のコンプ
ライアンス体制の構築に協力し、子会社の性質、必要性に応じ、情報の収集・
提供､事業の点検及びモニタリングならびに必要な支援を行う｡

②　当社は、子会社にも、当社と同様の反社会的勢力排除の体制を取らせるよう管
理及び支援する。

Ⅶ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項(会社法施行規則第100条第３項第１号)

　当社は、監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき専任の使用人を置く等、監査役及
び監査役会の業務を支援する体制を構築する。

Ⅷ　上記Ⅶの使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第３項第２号)
　当社は、監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、「監査役
室規程」により、監査役と協議のうえ当該使用人を専任として配属するものとし、また当該
使用人の人事考課、異動、懲戒等に関しては監査役の意見を尊重するものとする。
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Ⅸ　監査役の上記Ⅶの使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第
100条第３項第３号)

　監査役の職務を補助する使用人に対する監査役の指示の実効性を確保するため、監査役
は、「監査役室規程」により、法令、規則、定款等の定めに従い、当該使用人を指揮、監督
し、当該使用人は監査役の指揮、監督に服する。また、取締役及び使用人は、当該使用人の
行為に対して改善を申し入れる場合は、監査役を通じて行うものとする。

Ⅹ　「取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制」「子会社の取締役、監査役及び使
用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制」「その他の監査
役への報告に関する体制」(会社法施行規則第100条第３項第４号)

　「監査役・監査役会への情報伝達及び報告等に関する規程」に基づき、取締役及び使用人
から監査役への報告体制を整備する。
(1)　当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査

役会又は監査役に対して報告する体制ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人
から報告を受けた当社の取締役又は使用人が当社の監査役会又は監査役に対して報
告する体制

(2)　当社の監査役が当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用
人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合の取締役、監査役及
び使用人の対応に関する体制

(3)　監査役が、当社の社内会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及び
それら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制

　また、監査役は、会計監査人、その補助者及び監査部等と、必要な範囲で業務の連携と情
報の共有化を図る。
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Ⅺ　上記Ⅹを報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制(会社法施行規則第100条第３項第５号)

　当社は、不正行為等の早期発見と是正を図るため、上記Ⅹの報告をした者が当該報告をし
たことを理由として、その者に対して解雇、降格、減給、労働者派遣契約の解除その他の不
利益な取扱いや嫌がらせを行うことを禁止し、また、嫌がらせ等の行為を行った者に対して
就業規則に従った処分を科すことを当社及び子会社にて徹底する。

Ⅻ　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第３項第６号)

　当社は、監査役が、監査役監査の円滑かつ効果的な運営に資することを目的として、会社
の費用負担において、独自に調査を実施し、その他の適切な措置をとることを認める。ま
た、監査役が弁護士、公認会計士、その他の外部専門家の意見を聴取した場合には、監査業
務に必要とは認められない場合を除き、その費用を負担する。

　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第
100条第３項第７号)

　監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、下記情報又は事実について、「監
査役・監査役会への情報伝達及び報告等に関する規程」に基づき当社の監査役による当社及
び子会社へのアクセスならびに当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及
び使用人から当社監査役への伝達・報告が充分になされる体制を整備する。
(1)　大正製薬グループに著しい損害を及ぼす可能性が生じた場合又はかかる損害が発生

した場合はその事実
(2)　職務遂行に関して法令、定款違反や不正行為が発生する可能性が生じた場合又はか

かる違反等が発生した場合はその事実
(3)　製品の安全性、情報セキュリティ、環境等に関する問題が発生する可能性が生じた

場合又はかかる問題が発生した場合はその事実
(4)　その他上記(1)ないし(3)に準じる事項が発生する可能性が生じた場合又はかかる事

項が発生した場合はその事実
35
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② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

・職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、企業風土たる紳商に基づく行動原則を定めた企業行動宣言、及びこれらを具現化
した全社行動指針を策定し、法令の遵守に関する基本方針を表明し、また実践しています。
　また、コンプライアンスに関する相談、通報制度として電話、電磁的方法又は書面による
社内・社外ホットラインを設置するなどの体制を整備し、コンプライアンスの実効性を図っ
ています。
　当期は、取締役会を14回開催し、重要事項について審議・決定したほか、主要部門を担当
する取締役等から職務の執行の状況について報告を受けました。

・職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、組織及び職責等に関する規程、職務分掌規程及び申請規程に従って職務執行を行
うことにより、職務執行の効率化を進めています。

・職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、機密情報管理規程、電子化情報管理規程等、情報の保存・管理に関する規程体系
を整備し、運用しています。
　また、情報管理に関する教育、モニタリングを実施することなどにより、情報の保存及び
管理を適正に行っています。

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、損失の危険に対応できるよう、危機管理規程を整備し、リスクマネジメント統括
部署が、各部門を統括管理する体制を構築しています。
　また、各部門及び部署が対処することが相当と判断されるリスクについては、各部門及び
部署がリスクを洗い出し、評価及び検討のうえ、リスク対応体制を整備し、運用していま
す。
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・企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社の性質(上場・非上場、国内・海外、当社の
出資比率等)及び規模等に応じ、大正製薬グループとしての業務の適正を確保する体制を整
備し、グループへの周知を図り、運用を行っています。

・監査役に関連する体制
　当社は、監査役室を設置し、監査役及び監査役会の業務を支援する体制を構築していま
す。
　また、監査役は、「監査役室規程」により、監査役の職務を補助する使用人を指揮、監督
しています。
　さらに、「監査役・監査役会への情報伝達及び報告等に関する規程」に基づき、取締役及
び使用人から監査役への報告体制を整備し、適宜報告しています。
　当期においては、監査役会を９回開催しました。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、安定的かつ高水準の配当を継続するととも
に、企業体質の強化を図るため、内部留保の充実にも努めております。内部留保金は、競争力強化
と事業の拡充・発展を目的に、研究開発投資、設備投資、製品導入、資本業務提携、新規事業開発
投資等に充当してまいります。また、これらの資金需要を総合的に見極めながら、資本効率の向上
と機動的な財務政策の実現を目的とした自己株式の取得を弾力的に実施していく予定です。
　当社の配当方針としましては、各期の当社の連結業績に概ね対応することとし、特別損益を除い
た当該期純利益の30％を配当性向の目処としております。なお、この配当性向が30％を超えるよ
うな場合にも、特段の事情がない限り最低１株当たり100円の年間配当を維持する予定です。

　当期につきましては、公表通り、１株当たり110円(中間50円、期末60円)の配当を実施したく
存じます。
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添付書類

連 結 計 算 書 類

連結貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第７期
平成30年３月31日現在 科目 第７期

平成30年３月31日現在

資産の部
流動資産

現金・預金
受取手形・売掛金
有価証券
たな卸資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物・構築物
機械装置・運搬具
土地
建設仮勘定
その他

無形固定資産
のれん
販売権
商標権
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期前払費用
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

362,146
219,973
75,268
29,739
26,844
5,985
4,441
△105

438,011
93,716
47,536
5,449

37,021
468

3,239
31,116
15,347
2,740
8,750
3,627

650
313,178
236,797
65,294

769
3,230
6,362

966
△243

負債の部
流動負債 60,318

支払手形・買掛金 19,939
未払金 14,275
未払法人税等 8,614
未払費用 10,688
返品調整引当金 775
賞与引当金 3,874
その他 2,149

固定負債 48,521
役員退職慰労引当金 1,001
退職給付に係る負債 23,391
繰延税金負債 17,493
その他 6,635

負債合計 108,839
純資産の部
株主資本 643,655

資本金 30,000
資本剰余金 15,271
利益剰余金 666,920
自己株式 △68,536

その他の包括利益累計額 31,009
その他有価証券評価差額金 37,970
繰延ヘッジ損益 △0
為替換算調整勘定 △1,704
退職給付に係る調整累計額 △5,256

新株予約権 565
非支配株主持分 16,087
純資産合計 691,318

資産合計 800,157 負債純資産合計 800,157
38
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連結損益計算書 (単位：百万円)

科目 第７期
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

売上高 280,092
売上原価 97,154
売上総利益 182,938

返品調整引当金戻入額 46
販売費及び一般管理費 146,007
営業利益 36,977
営業外収益 7,479

受取利息 4,999
受取配当金 1,723
雑収入 756

営業外費用 2,316
持分法による投資損失 1,634
為替差損 556
雑損失 125

経常利益 42,140
特別利益 6,218

固定資産売却益 619
投資有価証券売却益 5,598

特別損失 288
固定資産処分損 288

税金等調整前当期純利益 48,070
法人税、住民税及び事業税 14,522
法人税等調整額 179
当期純利益 33,368
非支配株主に帰属する当期純利益 1,689
親会社株主に帰属する当期純利益 31,679
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連結株主資本等変動計算書 (平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成29年４月１日　期首残高 30,000 15,272 644,038 △67,727 621,583
連結会計年度中の変動額

自己株式の取得 △816 △816
自己株式の処分 △0 7 7
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △0 △0

剰余金の配当 △8,797 △8,797
親会社株主に帰属する
当期純利益 31,679 31,679

持分法適用会社に対する持分
変動に伴う自己株式の増減 0 0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － △0 22,881 △809 22,072
平成30年３月31日　期末残高 30,000 15,271 666,920 △68,536 643,655

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

平成29年４月１日　期首残高 36,234 0 △2,195 △6,162 27,875 478 15,150 665,088
連結会計年度中の変動額

自己株式の取得 △816
自己株式の処分 7
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △0

剰余金の配当 △8,797
親会社株主に帰属する
当期純利益 31,679

持分法適用会社に対する持分
変動に伴う自己株式の増減 0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 1,735 △0 491 905 3,133 87 936 4,157

連結会計年度中の変動額合計 1,735 △0 491 905 3,133 87 936 26,229
平成30年３月31日　期末残高 37,970 △0 △1,704 △5,256 31,009 565 16,087 691,318
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連結注記表

1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　33社
・主要な連結子会社の名称　　大正製薬㈱

大正富山医薬品㈱
ビオフェルミン製薬㈱
大正オソサパ製薬㈱
大正製薬インドネシア㈱

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称　　　　インドネシア大正㈱
・連結の範囲から除いた理由　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な
影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社の数　４社
・主要な会社等の名称　　　　富山化学工業㈱

養命酒製造㈱
ハウザン製薬㈱

② 持分法を適用していない非連結子会社の状況
・主要な会社等の名称　　　　インドネシア大正㈱
・持分法を適用しない理由　　持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連
結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、重要性がないため持分法の
適用範囲から除外しております。
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(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　大正製薬㈱、大正富山医薬品㈱及びビオフェルミン製薬㈱他５社の決算日は３月31日ですが、その他の連結
子会社25社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使
用しております。なお、連結決算日との間に重要な取引が生じた場合、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券　償却原価法(定額法)
その他有価証券

時価のあるもの　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し､売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの　　移動平均法による原価法
ロ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法
ハ たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、商品、半製品、仕掛品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定)

原材料　　　　　　　移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定)

貯蔵品　　　　　　　最終仕入原価法
ただし、販促物品については移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産
(リース資産を除く)

国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法によっております。ただ
し、国内連結子会社については、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物
附属設備を除く)ならびに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については経済的耐用年数に基づいております。

ロ 無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法を採用しております。販売権及び商標権は、経済的耐用年数に基づいて
償却しております。自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能
期間(５年)に基づいて償却しております。

ハ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金　　　　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 返品調整引当金　　　　　返品による損失に備えるため、返品見込損失額のうち当連結会計年度の負担
額を計上しております。

ハ 賞与引当金　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負
担すべき額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金　　　役員及び執行役員等の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結
会計年度末要支給額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法　　　　原則的処理方法である繰延ヘッジ処理を採用しております。
ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段　デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
 ヘッジ対象　相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていな

いもの及びキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの
ハ ヘッジ方針　　　　　　　為替相場変動リスク及び金利変動リスクの回避を目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非
支配株主持分に含めております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、効果が及ぶ合理的な期間で均等償却することとしております。
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⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ 退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、
退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用
処理しております。
　数理計算上の差異は各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ
るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。

ロ 消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2．連結貸借対照表に関する注記
　有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額　　　 216,881百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

3．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

発行済株式
普通株式 90,139千株 － － 90,139千株

合　計 90,139千株 － － 90,139千株
自己株式

普通株式 10,234千株 (注1) 84千株 (注2) 1千株 10,317千株
合　計 10,234千株 84千株 1千株 10,317千株

(注)１．単元未満株式の買取りによる増加10千株、所在不明株主の株式買取りによる増加73千株であります。
２．ストック・オプションの権利行使による減少1千株、持分法適用会社が保有する親会社株式(当社株式)の当社帰属分の減少0千株であります。
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(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

平成29年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 4,798 60 平成29年３月31日 平成29年６月30日

平成29年10月30日
取 締 役 会 普通株式 3,998 50 平成29年９月30日 平成29年12月５日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　平成30年６月28日開催予定の第７回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額　　　　4,793百万円
・１株当たり配当額　　60円
・基準日　　　　　　　平成30年３月31日
・効力発生日　　　　　平成30年６月29日

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)
の目的となる株式の種類及び数

　普通株式　　　　66,900株

4．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社及び連結子会社は、資金運用については資金管理要綱に基づき短期的な預金及び安全性の高い金融
資産に限定しております。また、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティ
ブ取引については、投機的な取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
　営業債権である受取手形・売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、与信
管理規程に沿って残高管理を行いリスクの低減を図っております。
　有価証券及び投資有価証券は、主として株式、社債及び優先出資証券等であります。市場価格の変動リ
スクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
　平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額

(＊) 時価(＊) 差額

① 現金・預金 219,973 219,973 －
② 受取手形・売掛金

貸倒引当金
75,268
(105)

75,162 75,162 －
③ 有価証券

その他有価証券 29,739 29,739 －
④ 投資有価証券

その他有価証券 236,335 236,335 －
⑤ 関係会社株式 24,519 24,568 49
(＊)金銭債権の控除科目に計上されているものについては、(　)で示しております。
(注)１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

①現金・預金及び②受取手形・売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③有価証券、④投資有価証券及び⑤関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格及び取引金融機関から提示された価格によっておりま
す。

２．非上場株式(投資有価証券　連結貸借対照表計上額462百万円、関係会社株式　連結貸借対照表計上額40,775百万円)は市場価格がなく、
かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とし
ておりません。

5．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額　　　　　8,452円12銭
(2) １株当たり当期純利益　　　　　396円54銭

6．その他の注記
　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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添付書類

計 算 書 類

貸借対照表 (単位：百万円)

科目 第７期
平成30年３月31日現在 科目 第７期

平成30年３月31日現在

資産の部

流動資産

現金・預金

有価証券

未収入金

その他

固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

その他

38,057

10,718

26,237

1,072

28

550,858

550,858

233,109

317,419

328

負債の部
流動負債 1,253

未払金 940

未払費用 34

未払法人税等 200

預り金 1

賞与引当金 59

繰延税金負債 16

固定負債 14,694
繰延税金負債 14,694

負債合計 15,948

純資産の部
株主資本 535,703

資本金 30,000

資本剰余金 560,152

資本準備金 15,000

その他資本剰余金 545,152

利益剰余金 13,541

その他利益剰余金 13,541

繰越利益剰余金 13,541

自己株式 △67,990

評価・換算差額等 36,736

その他有価証券評価差額金 36,736

新株予約権 527

純資産合計 572,967

資産合計 588,915 負債純資産合計 588,915
47
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損益計算書 (単位：百万円)

科目 第７期
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

営業収益 7,240
営業費用 1,565
営業利益 5,675
営業外収益 27

受取利息 0
雑収入 27

営業外費用 94
雑損失 94

経常利益 5,609
特別利益 1,812
　　投資有価証券売却益 1,812
税引前当期純利益 7,421
法人税、住民税及び事業税 1,858
法人税等調整額 29
当期純利益 5,533
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株主資本等変動計算書 (平成29年４月１日から平成30年３月31日まで) (単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金
平成29年４月１日　期首残高 30,000 15,000 545,152 560,152 16,804 16,804 △67,180 539,776

事業年度中の変動額

自己株式の取得 △816 △816

自己株式の処分 △0 △0 7 7

剰余金の配当 △8,797 △8,797 △8,797

当期純利益 5,533 5,533 5,533

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － △0 △0 △3,263 △3,263 △809 △4,073

平成30年３月31日　期末残高 30,000 15,000 545,152 560,152 13,541 13,541 △67,990 535,703

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成29年４月１日　期首残高 34,088 34,088 432 574,297

事業年度中の変動額

自己株式の取得 △816

自己株式の処分 7

剰余金の配当 △8,797

当期純利益 5,533

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 2,648 2,648 95 2,743

事業年度中の変動額合計 2,648 2,648 95 △1,329

平成30年３月31日　期末残高 36,736 36,736 527 572,967
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個別注記表

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式　　　移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの　　　　移動平均法による原価法

(2) 引当金の計上基準
賞与引当金　　　　　　　従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上し

ております。

(3) その他の計算書類の作成に関する重要な事項
消費税等の会計処理　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権債務

① 短期金銭債権 25百万円
② 短期金銭債務 127百万円
③ 長期金銭債権 328百万円

3．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

① 営業収益 1,066百万円
② 営業費用 982百万円
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4．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度
期首の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の株式数

普通株式 10,165千株 (注1) 84千株 (注2) 1千株 10,248千株
(注)１．単元未満株式の買取りによる増加10千株、所在不明株主の株式買取りによる増加73千株であります。

２．ストック・オプションの権利行使による減少1千株であります。

5．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

未払事業税 31百万円
賞与引当金 18百万円
投資有価証券評価損 1,601百万円
関係会社株式の税務上の簿価修正額 106,175百万円
関係会社株式評価損 4,914百万円
その他有価証券評価差額金 185百万円
新株予約権 60百万円
その他 5百万円

繰延税金資産小計 112,994百万円
評価性引当額 △112,691百万円

繰延税金資産合計 302百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △15,014百万円
繰延税金負債合計 △15,014百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △14,711百万円
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.9％
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.3％
評価性引当額 △1.1％
その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.4％

6．関連当事者との取引に関する注記
(単位：百万円)

種類 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 大正製薬㈱ 所有
直接100.0％

役 員 の 兼 任
出向者の受入
業 務 受 委 託

出向者人件費の支払
(注) 752 未払金 76

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
 価格その他の取引条件は、市場の実勢価格を勘案し、取引の都度交渉の上で決定しております。

7．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 7,165円26銭

(2) １株当たり当期純利益 69円20銭

8．その他の注記

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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添付書類

監 査 報 告 書

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月８日

大正製薬ホールディングス株式会社
取締役会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 野 　 功 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塩 谷 岳 志 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大正製薬ホールディングス株式会社の平成29年４月１日
から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
大正製薬ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月８日

大正製薬ホールディングス株式会社
取締役会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 野 　 功 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塩 谷 岳 志 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大正製薬ホールディングス株式会社の平成29年４
月１日から平成30年３月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び
その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第７期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び子会社の主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制(内部統制体制)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる
事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制体制に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
　また、当該内部統制体制に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年５月９日
大正製薬ホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役 小 林 久 二 ㊞
常勤監査役 佐々木　賢　明 ㊞
社外監査役 青　井　忠四郎 ㊞
社外監査役 佐 藤 順 哉 ㊞

以　上
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（ご参考）監査役会の監査報告書受領後に生じた当社及び企業集団に関する重要な後発事象

１．株式の売却及び取得
　当社は、平成30年５月14日開催の取締役会において、当社が保有する富山化学工業株式会社(以下、富山化学)の
株式の全部を富士フイルムホールディングス株式会社(以下、富士フイルムＨＤ)に対して売り渡すとともに、富山
化学が保有する大正富山医薬品株式会社(以下、大正富山)の株式の全部を買い取り、大正富山を完全子会社化する
ことにより、当社・富士フイルムＨＤ・富山化学の三社間で行ってまいりました戦略的資本・業務提携のうち、大
正富山及び富山化学に関する資本提携関係を発展的に解消することを決議いたしました。

　(1) 本取引の理由
　　 平成20年より当社・富士フイルムＨＤ・富山化学の三社間で戦略的資本・業務提携を行ってまいりましたが、

製薬業界を取り巻く急激な事業環境の変化の中で、大正富山株式については当社が、富山化学株式については富
士フイルムＨＤが100％を保有することにより、両社にとってより機動的な経営がなされると判断し、本件資本
提携関係を解消することを決定いたしました。

　(2) 株式譲渡日
　　 平成30年７月31日

　(3) 業績への影響
　　 平成31年３月期第２四半期に富山化学株式の売却による特別利益として418億円を計上する見込みであります。

２．早期退職優遇制度の実施
　当社は、平成30年５月14日開催の取締役会において､当社ならびに当社国内グループ会社従業員を対象とした早
期退職優遇制度の実施を決議いたしました。

　(1) 実施の理由
　　 当社グループは、今後の持続的な成長に向けて生産性の高い組織構築を進めて行くための施策の一環として、また、

これを機に自らの生涯設計に基づき転進を図ろうとする従業員に対する支援をするために、本制度を実施します。

　(2) 制度の概要
　　　①対象者　　　　勤続10年以上かつ40歳以上の従業員(一部グループ会社を除く)
　　　②募集人数　　　特に定めず
　　　③募集期間　　　平成30年７月１日から平成30年8月10日まで
　　　④退職日　　　　平成30年９月末日から平成30年12月末日にかけて順次退職
　　　⑤支援内容　　　通常の退職金に割増退職金を上乗せすることに加え、本制度適用者に対して再就職支援を実施

　(3) 業績への影響
　　　今回の早期退職優遇制度実施に伴い発生する割増退職金及び再就職支援費用は、平成31年３月期に特別損失と

して計上する予定です。現時点では本制度への応募者数及び割増退職金総額等が未確定であるため、業績への影
響については、確定しておりません。
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株主総会会場ご案内図
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西武新宿線
JR山手線 高田馬場駅 早稲田口より 徒歩約10分

東京メトロ東西線 高田馬場駅

徒歩約５分

７番出口より 徒歩約 8 分

都電荒川線 学習院下駅
東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 ２番出口より 徒歩約15分

２番出口より西早稲田駅 徒歩約15分

JR山手線 目　白　駅 徒歩約15分

東京都豊島区高田三丁目 25 番 1 号

総会会場

大正製薬株式会社２号館

TEL 03-3985-2020（大代表）

※開会間際は受付が混雑しますので、お早めにご来場くださいますようお願い申しあげます。
※駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。 　 　

株主総会会場ご案内図




